
１ 

承認第 １ 号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和４年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）を地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 



２ 

専決第 ２ 号 

 

   令和４年度おいらせ町一般会計補正予算（第７号）について 

 

 令和４年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３，０００千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，９８９，４１５千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ２ 月 ９ 日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 

 

 

 



 

 

 

３
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

４
 

 

 



 

５ 

 

 

諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員

法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見

を求める。 

 

記 

 

推薦する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  和
わ

 田
だ

 貴美子
き み こ

 

 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 １人の委員（和田貴美子氏）の任期満了に伴い、同氏を引き続き委員の

候補者として推薦することについて、意見を求めるものである。



 

６ 

 

 

諮問第 １ 号参考資料 

 

  



 

７ 

 

 

 

  



 

８ 

 

 

議案第 ２ 号 

 

   おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

 

 下記の者をおいらせ町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項

の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 任命する者の住所、氏名、生年月日 

 

  氏  名  高
たか

 山
やま

 久
ひさ

 光
みつ

 

 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町教育委員会委員（木村啓一氏）の任期満了に伴い、後任の委

員として高山久光氏を任命するため提案するものである。  



 

９ 

 

 

議案第 ２ 号参考資料 

  



 

１０ 

 

 

議案第 ３ 号 

 

   おいらせ町個人情報保護法施行条例の制定について 

 

 おいらせ町個人情報保護法施行条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

令和５年４月１日から、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）の改正が施行されることに伴い、新たに条例制定するとともに

関係条例の改廃を行うため提案するものである。  



 

１１ 

 

 

   おいらせ町個人情報保護法施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 

５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律

施行令（平成１５年政令第５０７号）で使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委

員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

 （個人情報取扱事務の登録） 

第３条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」

という。）について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録

簿（以下「登録簿」という。）を備え付けるものとする。 

 (1) 事務の区分 

 (2) 所管する組織の名称 

 (3) 事務の名称 

 (4) 事務の目的 

 (5) 対象者の範囲 

 (6) 項目 

 (7) 収集先 

 (8) 提供の有無及び提供先 

 (9) 個人情報電算ファイルの利用の有無及び名称 

 (10) 外部委託の有無 

 (11) 備考 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじ

め、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。

登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 



 

１２ 

 

 

３ 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 （開示請求に係る手数料） 

第４条 法第８９条第２項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とす

る。 

２ 開示請求をして保有個人情報が記録されている行政文書（おいらせ町

情報公開条例（平成１８年おいらせ町条例第８号）第２条第２号に規定

する行政文書をいう。）の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及

び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければ

ならない。 

 （審査会への諮問） 

第５条 実施機関は、法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合に

おいて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく

意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、おいらせ町執行機関

の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年おいらせ町条例第３１号）

別表第１に規定するおいらせ町情報公開・個人情報保護審査会に諮問す

ることができる。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法

第５１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

 （おいらせ町個人情報保護条例の廃止） 

２ おいらせ町個人情報保護条例（平成１８年おいらせ町条例第９号。以

下「旧条例」という。）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ 次に掲げる者に係る旧条例第１１条又は第１２条第３項の規定によ



 

１３ 

 

 

るその業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報

（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後

も、なお従前の例による。 

 (1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第２条第７号に規定する実施機

関（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は前項の規定の

施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施

行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 

 (2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱い

の委託を受けた業務に従事していた者 

４ この条例の施行の日前に旧条例第１３条又は第２４条の規定による

請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正

及び利用停止については、なお従前の例による。 

 （おいらせ町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一

部改正） 

５ おいらせ町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成１８年おいらせ町条例第１６８号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条中「おいらせ町個人情報保護条例（平成１８年おいらせ町条

例第９号）第４条の事業者の責務」を「個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）の規定」に改める。 

 （おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正） 

６ おいらせ町執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成２７年お

いらせ町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１おいらせ町情報公開・個人情報保護審査会の項中「おいらせ

町個人情報保護条例（平成１８年おいらせ町条例第９号）第２７条第１

項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第  

１０５条第３項において準用する同条第１項」に改める。 

 



 

１４ 

 

 

議案第 ４ 号 

 

   おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町国民健康保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１３号）

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正に伴

い、出産育児一時金を引上げするため、提案するものである。   



 

１５ 

 

 

   おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町国民健康保険条例（平成１８年おいらせ町条例第１１３号）

の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る改正前のおいら

せ町国民健康保険条例第６条の規定による出産育児一時金の額につ

いては、なお従前の例による。 

  



 

１６ 

 

 

議案第 ５ 号 

 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年

おいらせ町条例第１１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一

部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するものである。 



 

１７ 

 

 

   おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年

おいらせ町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「法第１９条第１項」を「法第１９条」に改める。 

 第４条第２項第３号中「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

 第６条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 第３５条第２項中「同項第２号」を「同条第２号」に、同条第３項中

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第３６条第２項中「同項第１号」を「同条第１号」に、同条第３項中

「同項第１号」を「同条第１号」に改める。 

 第５２条第２項中「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１８ 

 

 

議案第 ６ 号 

 

   おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年おいらせ町条例第１２号）の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省

令第６１号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するものであ

る。 



 

１９ 

 

 

おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年おいらせ町条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的

保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職

員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事

項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定

し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとと

もに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等に

ついて周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応

じて安全計画の変更を行うものとする。 

第１０条中「併せて設置するときは」の次に「、その行う保育に支障が

ない場合に限り」を加え、ただし書を削る。 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 



 

２０ 

 

 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正

規定は、公布の日から施行する。 

  



 

２１ 

 

 

議案第 ７ 号 

 

   おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年おいらせ町条例第１３号）の一部を改正する条例を

別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６３号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するも

のである。    



 

２２ 

 

 

おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年おいらせ町条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条の次に次の１条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るた

め、放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所

の設備の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等

を含めた放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事

業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において

「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知す

るとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者と

の連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等

について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必

要に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

 （業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所

ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定



 

２３ 

 

 

し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周

知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなけ

ればならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及び

まん延の防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例によ

る改正後のおいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第６条の２の規定の適用については、同条第１項中

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第２

項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、

同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなけれ

ば」とする。  



 

２４ 

 

 

議案第 ８ 号 

 

   おいらせ町民プール条例の一部を改正する条例について 

 

おいらせ町民プール条例（平成３０年おいらせ町条例第５号）の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 おいらせ町民プールについて、受益者負担の観点から使用料の見直しを

行うため提案するものである。  



 

２５ 

 

 

   おいらせ町民プール条例の一部を改正する条例 

 おいらせ町民プール条例（平成３０年おいらせ町条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条を次のように改める。 

 （使用料） 

第４条 町民プールの使用料（以下「使用料」という。）は、別表に定め

るとおりとする。 

２ 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

３ 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、利用者の責め

によらない理由により町民プールを利用できなくなったとき、その他教

育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付

することができる。 

第１４条を第１５条とし、第５条から第１３条までを１条ずつ繰り下げ、

第４条の次に次の１条を加える。 

 （使用料の減免） 

第５条 教育委員会は、公益上必要があると認められるとき、その他特別

の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第４条関係） 

料金区分 使用料 

高校生 100円 

一般 200円 

備考 

１ 中学生以下は無料とする。 

２ この別表に記載のない事項については、事前に協議するもの

とする。 

  



 

２６ 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  



 

２７ 

 

 

議案第 ９ 号 

 

   おいらせ町教職員住宅管理条例の廃止について 

 

 おいらせ町教職員住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第８０号）

を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 教職員の入居希望状況及び老朽化に伴い、教職員住宅の使用及び管理を

廃止するため提案するものである。  



 

２８ 

 

 

   おいらせ町教職員住宅管理条例を廃止する条例 

 おいらせ町教職員住宅管理条例（平成１８年おいらせ町条例第８０号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  



 

２９ 

 

 

議案第１０号 

 

   ロータリ除雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入契約の締結につい

て 

 

ロータリ除雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入契約を別紙のとおり締

結するものとする。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及びおい

らせ町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１８年おいらせ町条例第４９号）第３条の規定により、ロータリ除

雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入契約を締結するため提案するもので

ある。 



 

３０ 

 

 

別 紙 

 

 

１ 契約の目的   ロータリ除雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ３５，７５０，０００円 

 

４ 契約の相手方  青森県五所川原市字栄町６２番地１号 

          有限会社 尾崎自動車商会 

          代表取締役 尾崎 行雄 
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議案第１１号 

 

町道の路線廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、

町道の路線を別紙のとおり廃止する。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

認定路線の起終点の見直し等に伴う町道の路線廃止について、道路法第

１０条第３項の規定に基づき、提案するものである。  



 

３２ 

 

 

令和４年度 廃止路線一覧 

 

 

北下田地区９号支線  起点 おいらせ町北下田１３４番地２ 地先 

           終点 おいらせ町浜道２１４番地 地先 

           延長  ３４３．０ｍ 

 

 

下境２号線      起点 おいらせ町下境４９番地１ 地先 

           終点 おいらせ町下境４９番地１ 地先 

           延長   ６７．０ｍ 

  



 

３３ 

 

 

議案第１２号 

 

町道の路線認定について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、町

道の路線を別紙のとおり認定する。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 町道整備等により整備された町道の路線認定について、道路法第８条第

２項の規定に基づき、提案するものである。



 

３４ 

 

 

令和４年度 新規認定路線一覧 

 

 

鶉久保４号線  起点 おいらせ町鶉久保８２番地４８ 地先 

        終点 おいらせ町鶉久保８２番地１２ 地先 

        延長   ６８．９ｍ 

 

 

緑ヶ丘２４号線 起点 おいらせ町緑ヶ丘四丁目５０番地１８８２ 地先 

終点 おいらせ町緑ヶ丘四丁目５０番地１８８５ 地先 

        延長  １５８．３ｍ 

 

 

青葉１７号線  起点 おいらせ町青葉九丁目１４０番地１４２０ 地先 

終点 おいらせ町青葉九丁目１４０番地１２０ 地先 

        延長  １８５．１ｍ 

 

 

青葉１８号線  起点 おいらせ町青葉一丁目５０番地８４９ 地先 

終点 おいらせ町青葉一丁目５０番地８８ 地先 

        延長   ７３．７ｍ 

 

 

三本木７号線  起点 おいらせ町西下谷地３０８番地１ 地先 

終点 おいらせ町西下谷地６４番地２ 地先 

        延長  ４３８．４ｍ 

  



 

３５ 

 

 

議案第１３号 

 

   青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び青森県市町村総合事務組合の規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、

令和５年６月１日から青森県市町村総合事務組合に八戸市を加入させ、ま

た、共同処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市

及び十和田市を加えることから、青森県市町村総合事務組合規約を次のと

おり変更するものとする。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和５年６月１日から構成団体に八戸市を加入させること並びに共同

処理する事務のうち市町村税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十

和田市を加えることから、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の増加及び規約の変更について関係地方公共団体と協議する必要

が生じたので、地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定に基づ

き、議会の議決を要するため提案するものである。 
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   青森県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 青森県市町村総合事務組合規約（平成１９年青森県知事許可）の一部を

次のように変更する。 

 別表第１中「弘前市」を「弘前市、八戸市」に改める。 

 別表第２第１０号の項中「弘前市」を「弘前市、八戸市」に、「五所川

原市」を「五所川原市、十和田市」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和５年６月１日から施行する。 
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議案第１４号 

 

令和４年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）について 

 

令和４年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７５，６６９千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，２６５，０８４千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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４
６
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議案第１５号 

 

令和４年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて 

 

令和４年度おいらせ町の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４，６２１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３５４，０２３千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第１６号 

 

令和４年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 

令和４年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，０６３千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５，０６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第１７号 

 

令和４年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について 

 

令和４年度おいらせ町の公共下水道事業特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６，１９５千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０２６，２１７千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第１８号 

 

令和４年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

について 

 

令和４年度おいらせ町の農業集落排水事業特別会計補正予算は、次に定

めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１３，１０７千円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８３，２４８千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定

により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越

明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第１９号 

 

   令和４年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

 

令和４年度おいらせ町の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０３，６６１千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，３７８，９８２千

円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２０号 

 

   令和４年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について 

 

令和４年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計補正予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２９９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５７，６７７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２１号 

 

令和４年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 

 

第１条 令和４年度おいらせ町病院事業会計の補正予算は、次に定めると

ころによる。 

 

第２条 令和４年度おいらせ町病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）     （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

 第１款 事業収益   1,009,105 千円   △19,988 千円   989,117 千円 

第１項 医業収益   883,053 千円    △26,427 千円     856,626 千円 

  第２項 医業外収益  126,050 千円       6,439 千円     132,489 千円 

  

支   出 

第１款 事業費用      1,009,105 千円   △19,988 千円    989,117 千円 

第１項 医業費用    1,000,811 千円    △19,988 千円     980,823 千円 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する額 15,580千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額 16,580千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 15,580千円」を「当年

度分損益勘定留保資金 16,580千円」に改め、資本的収入の予定額を次の

とおり補正する。 

 

（科  目）        （既決予定額）   （補正予定額）     （ 計 ） 

収   入 

第１款  資本的収入    160,031 千円     △1,000 千円     159,031 千円 

第１項  企業債    103,500 千円      △1,000 千円     102,500 千円 



 

７２ 

 

 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 

 

補  正  前 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

103,500  

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借

り換えることができる。 

 

 

補  正  後 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

102,500  

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借

り換えることができる。 

 

 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）   （既決予定額）    （補正予定額）       （ 計 ） 

（１）職員給与費        552,188 千円     △7,701 千円      544,487 千円 

 

第６条 予算第９条中「128,000千円」を「115,000千円」に改める。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

  



 

７３ 

 

 

議案第２２号 

 

   令和５年度おいらせ町一般会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，４９７，０００

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定

による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる

地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、１，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用 
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  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２３号 

 

   令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，２４０，１９４千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２４号 

 

   令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の奨学資金貸付事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１，８６８千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２５号 

 

   令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０４５，８５６千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定

により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２６号 

 

   令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３５，５１５千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定

により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２７号 

 

   令和５年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３７０，４９７千

円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし

書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２８号 

 

   令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 令和５年度おいらせ町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５６，９４５千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

歳出予算」による。 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   
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議案第２９号 

 

   令和５年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

 （総則） 

第１条 令和５年度おいらせ町病院事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 病床数      73床 

 (2) 年間延患者数   入院 21,000 人  外来 29,500人 

 (3) １日平均患者数  入院  57.4人  外来  121.4人 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

      収   入 

 第１款 事業収益           1,102,343千円 

  第１項  医業収益              975,056 千円 

  第２項  医業外収益            127,285 千円 

  第３項 特別利益              2千円 

      支   出 

 第１款  事業費用             1,102,343千円 

  第１項 医業費用            1,095,205千円 

  第２項 医業外費用              5,136 千円 

  第３項 特別損失              2千円 

  第４項 予備費             2,000千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額 21,493 千円は当年度分損益勘定

留保資金 21,493千円で補てんするものとする。) 

 

  



 

１１０ 

 

 

      収   入 

第１款 資本的収入              46,031 千円 

第１項  企業債                21,800千円 

第２項  他会計出資金           21,480千円 

第３項  国庫補助金               1千円 

第４項  県補助金             2,750千円 

 

      支   出 

第１款 資本的支出               67,524千円 

第１項 建設改良費             24,563 千円 

第２項 企業債償還金           42,960千円 

第３項 投資その他の資産           1千円 

 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

医療器械 

購入事業 

千円 

21,800     

 

普通貸借又は

証書借入 

％ 

3.5 以内  

 

借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借

り換えることができる。 

 

  

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、50,000 千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

 (1) 各項のうち、第８条以外の経費 

（議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合



 

１１１ 

 

 

は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費             552,843 千円 

 (2) 交際費                 150千円 

（たな卸資産の購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、117,000千円と定める。 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１０条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。 

(1) 取得する主な財産 

種 類 名 称 数量 

医療機器 移動型Ｘ線装置 一式 

 

 

  令和 ５ 年 ３ 月 ２ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 


